
②
①
の
自
己
負
担
金
額
（
高
額
療
養
費
、

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
差
し
引
い
た

額
）
の
合
計
が
表
の
負
担
区
分
ご
と
の

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
て
い
る
方

▪
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
加
入
の
方

　

支
給
対
象
と
な
る
方
に
は
、
毎
年
12
月

ご
ろ
愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

か
ら
、
申
請
に
つ
い
て
の
「
お
知
ら
せ
」

が
届
き
ま
す
の
で
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
計
算
期
間
中
に
他
市
町
村
か
ら

住
所
を
移
し
た
方
や
、
他
の
医
療
保
険
か

ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
っ
た
方
な

ど
に
は
「
お
知
ら
せ
」
は
発
送
さ
れ
ま
せ

ん
。
支
給
対
象
要
件
を
ご
確
認
の
う
え
、

該
当
す
る
場
合
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
３
５
１
４

23
局
０
１
８
０

　

年
に
１
度
は
健
診
を
受
け
て
自
分
の
身

体
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

▼
期
間
＝
12
月
31
日
（
火
）
ま
で
の
診
療

時
間
内　

▼
場
所
＝
市
内
指
定
医
療
機
関

▼
持
ち
物
＝
受
診
券
（
６
月
に
郵
送
済
）、

保
険
証　

▼
費
用
＝
自
己
負
担
分
は
無
料

▼
そ
の
他
＝
受
診
券
を
紛
失
さ
れ
た
場
合

は
、
再
発
行
（
12
月
13
日
金
ま
で
）
し
ま

す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
２
１
４
９
（
特
定
健
診
）

☎
23
局
３
５
１
４
（
後
期
高
齢
者
健
診
）

　

平
成
25
年
工
業
統
計
調
査（
12
月
31
日

現
在
）を
行
い
ま
す
。
12
月
か
ら
平
成
26
年

１
月
に
か
け
て
調
査
員
が
お
伺
い
し
ま
す
。

　

内
容
は
、
統
計
法
に
基
づ
き
秘
密
が
厳

守
さ
れ
ま
す
の
で
、
正
確
な
ご
記
入
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
総
務
課

☎
23
局
３
５
０
６

23
局
０
１
８
０

◦
犬
の
放
し
飼
い
は
や
め
よ
う

　

放
し
飼
い
の
犬

が
、
子
ど
も
な
ど

を
追
い
か
け
て
ケ

ガ
を
さ
せ
た
り
、

犬
自
身
が
交
通
事

故
に
遭
っ
た
り
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
き
ち
ん
と
鎖
な
ど

で
つ
な
い
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
犬
の
首
輪
に
は
必
ず
鑑
札
を
付

け
て
く
だ
さ
い
。
鑑
札
が
付
い
て
い
な
い

と
、
野
良
犬
と
同
じ
扱
い
と
な
り
ま
す
。

◦
フ
ン
の
後
始
末
を
し
っ
か
り
し
よ
う　

　

散
歩
中
の
犬
の
フ
ン
は
、
道
路
や
公
園

に
放
置
せ
ず
、
必
ず
責
任
を
も
っ
て
処
理

し
ま
し
ょ
う
。
処
理
後
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
の

投
棄
も
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

▪
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

　

生
後
91
日
以
上
の
飼
い
犬
は
、
市
町
村

で
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。登
録
は
生
涯
に
１
回
、

狂
犬
病
予
防
注
射
は
毎
年
１
回
で
す
。

▼
環
境
衛
生
課

☎
23
局
３
５
４
１

23
局
０
１
８
０

　

ス
タ
ン
プ
を
集
め
て
応
募
す
る
と
、
抽

選
で
賞
品
が
当
た
り
ま
す
。

▼
期
間
＝
12
月
21
日（
土
）～
平
成
26
年
３

月
２
日（
日
）　

▼
参
加
料
＝
無
料　

▼
応

募
方
法
＝
田
原
市
役
所
、
各
ラ
リ
ー
ス

ポ
ッ
ト
（
あ
ぐ
り
パ
ー
ク
食
彩
村
、
サ
ン

テ
パ
ル
ク
た
は
ら
、
Ｊ
Ａ
豊
橋
・
Ｊ
Ａ
愛

知
み
な
み
の
販
売
店
な
ど
）
に
あ
る
応
募

用
紙
に
ス
タ
ン
プ
を
集
め
、
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
郵
送
／
平
成
26
年
３
月
６
日

（
木
）
必
着　

▼
賞
品
＝
地
元
産
農
産
物
、

商
品
券
、
ペ
ア
食
事
券
な
ど

▼
豊
橋
田
原
広
域
農
業
推
進
会
議
事
務
局

（
〒
４
４
０

－

８
５
０
１　

住
所
不
要

豊
橋
市
農
業
企
画
課
内
）

☎（
０
５
３
２
）51
局
２
４
６
４

　

こ
の
制
度
で
は
、
次
の
対
象
の
方
の
申

請
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

▪
対
象

　

次
の
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
方

①
世
帯
内
の
同
一
の
医
療
保
険
（
国
民
健

康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
、
社
会
保

険
な
ど
）
の
加
入
者
で
、
１
年
間
（
毎

年
８
月
１
日
～
７
月
31
日
）
に
医
療
保

険
と
介
護
保
険
の
両
方
に
自
己
負
担
を

支
払
っ
て
い
る
方

平成25年12月1日│　 │17

製
造
事
業
所
の
皆
さ
ん
へ

「
工
業
統
計
調
査
」に
ご
協
力
を

■高額医療・高額介護合算制度

負担区分 後期高齢者医療
制度加入者

国民健康保険や社会保険加入者
70 歳～ 74 歳 70 歳未満

現役並み所得者
( 上位所得者 ) 67 万円 67 万円 126 万円

一般 56 万円 56 万円 67 万円

低所得者Ⅱ 31 万円 31 万円

34 万円

低所得者Ⅰ 19 万円 19 万円

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度

も
う
お
済
で
す
か
？
特
定
健
診
・

後
期
高
齢
者
健
診
は
12
月
末
ま
で

ペ
ッ
ト
は
正
し
く
飼
い
ま
し
ょ
う

豊
橋
田
原　

産
直
・
農
業
体
験

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー


